
水系名 制限開始日 取水制限等 備　考

江の川水系   ９月　４日　１７：００～ 既得用水分の放流について20%削減を実施 １次渇水調整

１１月　２日～ ・上下川における既得用水（農水）の取水を８０％削減する。 ２次渇水調整

・馬洗川及び江の川（三次市）における既得用水（農水）の取水を１０％削減する。

・向江田取水地点における上水の取水を１０％削減する。

・ダム地点における確保流量について、河川環境の保全に必要な最低限の流量（0.80m3/s）とする。

・南畑敷地点における確保流量について、河川環境の保全に必要な最低限の流量（2.21m3/s）とする。

・尾関山地点における確保流量について、１０％を削減する。

１１月１６日～ ・上下川における既得用水（農水）の取水８０％削減を継続する。 ３次渇水調整

・馬洗川及び江の川（三次市）における既得用水（農水）の取水について、３０％を削減する。

・向江田取水地点における上水（三次）の取水について１５％を削減する。

・西城川石丸地点における上水（庄原）の取水について１％を削減する。

・ダム地点における確保流量（河川環境の保全に必要な最低限の流量）について、３０％を削減する。

・南畑敷地点における確保流量（河川環境の保全に必要な最低限の流量）について、３０％を削減する。

・尾関山地点における確保流量について、３０％を削減する。

　１月２６日　１７：００ 解除

佐波川水系 １１月１３日　　９：００～ 許可水利量に対して１０％節水 第一次取水制限

　２月２０日　１５：００ 解除

高梁川水系 １１月１４日　９：００～ ◆上水道  （実績取水量から）　　　　　　　　　　　　   　 ２％ 第１次取水制限

◆工業用水（実績取水量から） 　　　　　　　　　　　　 　　５％

◆農業用水（実績取水量から）　　　　　　　　　　　　    ２０％

　ただし、畑または酪農に使用するもの（実績取水量から）    ５％

　２月２８日　１７：００ 解除

小瀬川水系 １２月２７日　　９：００～ ◆上水道  （取水計画量から）　　　　　　　　　　　　   　 ５％ 第１次取水制限

◆工業用水（取水計画量から） 　　　　　　　　　　　　 　１０％

◆農業用水（取水計画量から）　　　　　　　　　　　　    １０％

　３月　８日　１５：００ 解除

芦田川水系 １２月３１日　　９：００～ ◆農業用水                   　　　　　　　　　　　　 　２０％ 第１次取水制限

◆工業用水                  　　　　　　　　　　 　　   ２０％

　３月２７日　　９：００ 解除


